
自治体施策研究会成果報告 ・前篇

1.序 自治体施策研究会結成の趣旨

研究代表者 交 告 尚 史

20世 紀 も末 の1999年 、地方分権一括法の成立 とい う大 きな変革が実現

した。21世 紀 におい ては、 その制度 変革 の中身 を実 のあ る もの とす る こと

が求め られてい る。す なわち、全 国の 自治体が それぞれの地域 的課題 に対

処 す るため に知 恵 を絞 り、創 意工夫 を凝 らさなけれ ばな らないのであ る。

環境保護 や土地利用 の分 野で あれば、その施 策 は地域 の 自然 的 ・社 会的 ・

経済 的条件 を考 慮 して行 われ るべ きものであ るか ら、 自治体が独 自の施策

の考案 に努 め るこ とは も とよ り当然で ある。 ところがそれ に止 まらず 、た

とえば男女共 同参 画社会 の形成 とい うよ うな一見普遍 的 と映 る課題 であっ

て も、そ の制度化 に向 けて一歩 を踏み出そ うとす る と、 やは りその地域独

特 の障害が あって、単 に先行 自治体 の例 に倣 うだけで は事足 りないのが実

情 の ようであ る。

時代 情況 が こ うで あ ってみれ ば、 自治行政学科 とい う先駆 的な学科 を擁

す る本学法学部 としては、 自治体 の現 場 に学 んでその成 果 を学問 と教 育 に

反 映 させ るべ く努 め るこ とは当然 の責務 であ ろ う。専 門分野 こそ違 え志 を

一 にす る教 員 は多 く
、 この度 その うちの数名 が相集 って研 究 会 を結成 し、

「自治体施策研 究会」 と命名 した。有志の氏名 と各 自が責任 を負 う分野 は下

記 の とお りであ る。全 員本学法学部教 員 であ り、 同時 に本 学法学研 究所 の

所員 で もある。

交告 尚史(研 究代表者 ・環境行 政施策)
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阿部浩己(女 性行政施策)

安達和志(情 報公 開施策)

石川正美(消 費者行政施策)

坂本 宏志(自 治体職員施策)

橡川泰史(地 域産業支援施策)

矢 口俊 昭(子 ども行政施策)

ここであ らためて研 究会の 目的 を明確 に してお こ う。 それは、地方分権

と住民 自治の時代 にお ける 自治体 の各種施 策 の総合的研究 を通 じて、地域

の問題 を地域 で解決す るため に住民 と自治体 が どの ように協働 すべ きか を

考 察す るこ とである。 さらには、住民 生活の実態 に即 した各種 施策 の総合

化 を も展望す る。 これ らの 目的 を達成す るため に、われわれ は国内 ・国外

の 自治体 を訪 問 して聞取 り調査 や資料収集 を行 う とともに、 自治体 関係 者

や関係 団体 の代表者 を講師 に招 いて研 究会 を開催 した。

幸 いわれわれの研 究は、平成13年 度 と14年 度 の2年 間に亘 って神奈川大

学 共同研 究奨励 金 の交付 を受 ける こ とがで きた。 この恩恵 に与 った者 と し

ては、当然 その活動 の成果 を公表 す る義務が ある と考 える。 しか しなが ら、

成果 のすべ て を一挙 に収載 すれ ば勢い不相応 に浩{な もの となる ことが 懸

念 されるので、 まずは研 究代表者 であ る交告 の環境行 政施 策 に関す る報告

を前篇 として公表す る次 第である。

∬.環 境行政施策

交告 尚史

1.私 の問題意識

私 は、本学法学部で は環境法 の講 義 を担 当 しているが 、 この分 野で の 目

下 の研 究対象 は 自然保護 であ る。 と りわけ 自然 的価値 の調査 を行 うための

制度づ くりに関心 があ る。そ うした調査 を必 要 とす る制度 と して環境 管理
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計 画や環境 アセス メ ン トな どが念 頭 に浮 かぶ が、 いずれ も十分 では ない。

環境 アセス メ ン トの実施 に際 して は、動植物 な どの調査 が相当綿密 に行 わ

れ てい る ように見 えるが、如何せ ん開発事 業 を契機 とす る単 発的 な調査 に

止 まる。本格 的な 自然 保護 のため には、十分 な専 門知識 を もち地域 に密着

した組織 が1つ の独立 した活動 として恒常 的に 自然調査 を行 うのでなけれ ば

な らない とい うのが私 の持論 である1。わが国は まだまだその段 階 に到達 し

てい ない と私 自身 は認識 してい るが、その方向 に向か って一歩で も進 めた

取組 み を している 自治体 があ るのな ら、われ われはその意義 と課題 を学習

して将来の発展 方向 を探 るべ きで ある。

この ような問題 意識 をもって私 は、岩手県紫波 町、ス ウェーデ ンウプサ

ラ市 お よびその周辺 の 自治体、 そ して函館 市 と、 この順 に訪問 した。紫波

町 と函館 市では 自然保 護 につい てだけで な く、環境 問題全般 に亘 って聞取

りを行 った。以下 その成果 のあ らま しを報告 し、最後 に私 の問題意識 に即

して若干の総合 的考察 を行 うことに したい。

2.岩 手県紫波町 での聞取 り調査

(1)調 査 の動機

岩手県 の紫波町 では、平成13年6月15日 に紫波町循環型 まちづ くり条例

が公布 された。 この条例 は、「100年 後 の子 どもた ちが豊 かな心で紫波の 自

然 を享受で きるよう、そのために行動 し、その輪 を広 げる」(前 文)た めの

礎 と して制定 された。循環型 まちづ くりを進 めるための基本 的 な考 え方(3

条)や 環境 を守 る方法(7条)な どが定 め られ て い る(1条 参照) 。全 篇

「です ・ます」調で書か れてい て、体裁面 で も異色の条例 と言える。

私 は、横 浜市環境 保全局 の石 川孝之氏 か らこの条例 につ いて教示 を受 け

た・石川氏 はイ アン ・マ クハ ー グの思想 に立脚す るエ コロジカル.プ ラ ン

ニ ングに造詣が深 く・ これ を活用 した環境保全 型の土地利用計 画の導入 を

推 奨 している2。紫波 町の循 環型 まちづ くり条例 も、 この面での関心 の広 が

りか ら氏 の眼 に入 った もの と思 われ る。私 もさっそ く条例 金文 を入手 し、
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紫波町 に連絡 を入 れて面談 の予約 を取 り付 けた。

面談 は、2002年7月22日 にNPO紫 波 み らい研究所の事務 局(紫 波 町役

場 に隣接)で 行 われた。お相手 を して下 さったの は、紫 波町政策経営課 の

循環政 策推進 監 ・細 川敏幸氏 と循環政策推進 監主査 ・藤滝学氏 のお二人で

ある。以下、両氏 のお話 を要約 してお伝 えす る。

(2)紫 波町概観

紫波町 は昭和30年4月1日 に9つ の村が合併 してで きた町である。人 口

は現在お よそ3万4000人 。里 山の傍 を国道4号 線 が南北 に走 る。 オイル シ ョ

ック後 に宅地 開発が盛 ん とな り、周辺人 口が増加 した。新住 民 と旧住民 が

数 に して相 半ばす る ところ まで きてい る。開発 で生 まれた20～30戸 の小 さ

な コ ミュニテ ィで は、若者が地域 にな じんでい ない きらいが ある。社 会の

高齢化 はかな り進行 してお り、全体 でみ る と19%ほ どであるが、高 い とこ

ろでは30%ぐ らい にまで達 す る地域が ある。

主要産業 は林業 であ るが、町内 に専業者 は0軒 もな く、農業 その他 との

兼業 であ る。林業 は経営 のスパ ンが長 いので補助 が難 し く、町 の施設 な ど

に町材 を使用 す ることで支援 している一 私 自身JRの 紫波 中央駅 に降 り

立 った ときにログハ ウス風 の造 りの駅舎 に興 を覚 えたが、 これが まさに町

材利用 の実践例 とい うこ とであった。

(3)紫 波町循環型 まちづ くり条例 制定の経緯

紫波町 は、盛 岡 と花巻 の中間 に位 置 してお り、宅地 開発 や産廃処理 の事

業者か ら目をつ け られやす い場所であ る。平成4年 に大規模 な産廃 中間処理

施設 の プロジェク トが持 ち上が った。 これ につい ては、知事 に書類 を上 げ

るまで に町でス トップをか けた。事業者 は二戸市 の企 業で、2、3年 前 に倒

産 した。 その後 あ る宗教法 人が墓地建設 の動 きを見せ たが、 それ も断念 さ

せ た。現在 は、町がお よそ600haほ どの フルー ツパ ー クを経営 してい る。

作物 は、 りんご、葡萄 、桃、西洋梨 などである。
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この事件 の こともあ って、平 成5年 に、環境保全条例 が成立 した。 この

条例 は、地域指定 に基づ く立 地規制 を目指 す もので、町長 と事業者 の協議

の仕組 み を置い ている。 ただ し、地域指定 は まだ されてい ない。条例 によ

る財 産権規制 とい うこ とで、慎重 になっている。 その後 、町民 の 間で、 ポ

イ捨 て禁止 を求め る声が高 まった。平成8年 に請願 が なされ、平成10年 に

は条例が成立 した。

折 か ら町長 が交代 したが、4代 目になる新 町長 は環境 と福祉 を旗印 に掲

げ、紫波 町の 自然 を100年 後 に伝 える ことを謳 い文句 に した。 シンクタン

ク として 日本環境財団の メ ンバ ーが紫波 町に入 ってい たことも背景 にあ る。

彼 らは自分 たちの構想 を実現す るための場 を求め ていた ところ、何 かの機

会 に彼 らの意向 と紫波町が結 びつ いた ようであ る。

(4)循 環型 まちづ くり委 員会

条例 の12条 において、町長 は、循環 型 まちづ くりについ て調査 し研究す

るための組織 と して、委員12人 以内で構成 される 「循 環型 まちづ くり委 員

会」 を設 ける もの とされている。 この委 員会 は、全 くの一般住 民の集 ま り、

市民 の知恵 を吸収す る機 関であ り、学識経験者 が参画す るのは計画づ くり

の ときぐらいの ものである。

(5)紫 波 み らい研究所

新 町長 の高唱 になる新世紀未 来宣言 を受 けて、紫 波み らい研 究所 が設立

され た。現 在NPO法 の認証 を得 られた ところである。 これか らこの組織 を

育 て ていか なけれ ばな らない。子 ど もが頼 りで あ り、紫波 町環境探i検隊 な

どを企 画 して いる。 自然 調査 も行 うが 、地域 の古 老 の知恵 を子 どもた ちに

伝 える ことに意 を注 ぎたい。林業振 興 の観点 か ら町民 に山の意義 を認識 さ

せ るの も研究所 の役割 であ る。
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(6)エ コサ ンセ ンター

エ コサ ン とい う表 現 は、economy,ecology,earthconsciousnessで 、 エ

コが3つ とい う こ とか ら来 てい る。条 例9条2項 で生 ゴ ミや家 畜 の糞尿 は堆

肥 に して農 地 に戻 す もの とさ れ てお り、 この 政 策 を実 施 す る た め の施 設 が

エ コサ ンセ ン ター で あ る。 その1号 槽 は臭 気 が 強 い ので 木造 に した。建 造 に

使 用 す る木 材 は紫 波 町産 ば か りで は ない が 、 す べ て県 材 で あ る。 完 成 は今

年12月 を予 定 してい る。 目下 全 国か ら視 察 が 絶 えな いが 、 視 察 団 の 関心 は

コ ンポ ス ト処 理 した もの を何 に使 うか とい う とこ ろ にあ る。 一・応 堆 肥 を全

て撒 い て もな お 未撒 肥 の畑 が 残 る ほ どだ と予 測 して い るが 、 は た して 農 家

が堆 肥 を使 って くれ るか どうか が 問題 だ。 農協 と協 定 を結 んで い る もの の 、

そ の実 効性 に は疑 問 もあ る。

3.ス ウ ェー デ ン ウプサ ラ市 お よび その近 傍 に お ける 自然調 査 の体 験

(1)調 査 の動機

私 は1997年 の9月 か ら1年 間 、客 員 研 究 員 と して ス ウ ェー デ ンの ウプサ

ラ大 学 に学 んだ が 、 そ の折 に北 欧 で も指 折 りの蝶 ・蛾 の専 門 家 で あ る イ ン

ゲ マ ル ・ブ リュ ックル ン ド(lngemarFrycklund)氏 と知 己 に な った 。彼 は

す で に年 金 生活 に入 って い たが 、 ウ ップ ラ ン ド財 団(Upplandsstiftelsen)の

契 約 調査 員 と して、 蝶 ・蛾 の野 外 調査 に余 念 が な か った。

ウ ップ ラ ン ド財 団 とい うの は、1972年 に ウプサ ラ県 内 の 自治 体 が 資 金 を

出 し合 って 設 立 した 自然 保 護 の た め の 組 織 で 、 自然 調 査 の計 画 的 な実 施 、

自然保 護 区 予 定 地 の先 行 取 得 、子 ど もた ち の 自然 体 験 教 育 な どを業 務 と し

て い る。 専 属 メ ンバ ー は お よそ9人 で 、 そ れ ぞ れ森 林 、 昆 虫 な ど特 定 分 野

の研 究 者 で あ るが 、彼 らだ けで 業 務 を担 う こ とはで きな い の で 、多 数 の 専

門家 と契 約 して 共 同 プ ロ ジ ェ ク トを組 ん で い る。

ブ リュ ッ クル ン ド氏 との交 友 はそ の 後 も続 い て お り、彼 が ウ ップ ラ ン ド

財 団 に提 出 した報告 書 はた い て い 送 って頂 い て い る。最 近 そ の うちの 一 冊3

を読 ん で い て 、今 後 の 自然 保 護 活 動 の 対 象 と して 「送 電 線 路 」(kraftled一

259(36)



神奈川大学法学研究所研究年報21

ningsgata)が 重 要 で あ る とい う趣 旨 の記 述 が 目 に止 ま った 。 ど うや ら草 原

生 態 系 の保 全 の こ とが 書 か れ てい る ら し く、 そ の テ ーマ 自体 は大 い に 関心

を誘 う もの で あ っ た。 しか し、 送 電 線 路 な る もの の イ メ ー ジが 浮 か ば な い

た め に・ 記 述 内容 を明確 に理 解 す る こ とが で きず 、一 度 そ の送 電線 路 の 現

物 を見 て み た い とい う欲 求 が残 っ た。

幸 い そ の機 会 はす ぐに訪 れ た 。 ブ リュ ックル ン ド氏 か らお 招 き を頂 い た

の で あ る。2002年 の8月26日 か ら9日1日 の 日程 で ス ウ ェー デ ンに飛 び、

27日 と28日 の 両 日に亘 って氏 の調査 に随行 した 。

(2)調 査 の 内容

ス ウ ェ ー デ ンは 、 国 土 は広 い が 、 人 口 は神 奈 川 県 と同程 度 の 国 で あ る。

首都 ス トッ クホ ル ム に近 い ウプ サ ラ市 か らブ リュ ックル ン ド氏 の キ ャ ン ピ

ン グ カ ーで 北 に少 しば か り走 る と、 こん な と ころで 迷 え ば携 帯 電話 が な い

と ど う し よ う もな い とい よ うな森 が 広 が って い る。 そ ん な森 の 中 に 「送 電

線 路 」 は あ った 。発 電 所 か ら 人口 密 集 地 へ とひ た す ら長 く送 電 線 が 走 っ て

い る。 そ の送 電 線 の 下 を見 る と、 そ こ だ け樹 木 が 刈 り込 まれ て 草 地 に な っ

て お り・ そ れ がず っ とは る か彼 方 まで続 い て い る の で あ る 。車 を降 りて草

地 を前 に した そ の瞬 間 、私 は も う 「送 電 線 路 」 を しっ か りと観 念 す る こ と

が で きた 。

二 人 の 昼 間 の仕 事 は、 送 電 線 路 を歩 い て 、 あ る小 さ な蝶 の 幼 虫 を探 す こ

とで あ っ た。 そ の蝶 はス ウェ ー デ ン語 で はエ ー レ ンプ リー ス ネー トフ ィア

リ ィル(Arenprisnatfiaril)と い うが 、 お そ ら く日本 の ヒ ョウモ ンモ ドキの仲

間 で あ ろ う と思 わ れ る。 そ こで 、 そ の色 合 に ち な ん で この蝶 の こ と を仮 に

ベ ニ ヒ ョウモ ンモ ドキ と呼 ぶ こ とに しよ う。 ベ ニ ヒ ョウモ ンモ ドキの 学名

はEuphydryasauriniaと い い 、 手 元 にあ る フ ラ ンス語 の 古 い 図鑑4に は
、

ヨー ロ ッパ で は か な り広 範 に分布 して い る とい う記 述 が 見 られ る
。 しか し、

今 日で は・ 草 原 生 態系 の 消 失 と と も に この蝶 の 個 体 数 も減 少 して い る よ う

で 、NATURA2000と してEUの 仕 組 み の 下 で保 護 され てい る。
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ス ウェーデ ンで も、農家が牛 や馬 を飼 って採 草地 を管理 していた時代 に

は、ベ ニ ヒ ョウモ ンモ ドキは各 地で普通 に見 られ る種 であ った ら しい。 と

ころが 、時代 の流 れで伝統 的 な農業形態 が失 われ るにつれ て、ベ ニ ヒ ョウ

モ ンモ ドキの生息地 も消失 してい った。そ して、今や送電線 の下 、す なわ

ち送電線路 こそが この蝶 の最後 の棲 みか になって しまったのであ る。ベ ニ

ヒ ョウモ ンモ ドキの幼 虫はエ ングス ヴェッ ド(Angsvadd)と い う草 を食する

が、 この植物名 の うちのエ ング(ang)と い うの は、ス ウェーデ ンの伝統 的

な採草地 の ことであ る。 とい うことは、つ ま り昔 の採 草地で は この植物 は

ご く普通 に見 られ た とい うことであろ う。 しか し、現在 ではそ うはいか な

い。 この植 物 には明 るい陽射 しが必 要で、周 りにち ょっ と背 の高 い羊歯類

が生 えただけで も生育 を阻害 され るのであ る。

ブリュ ックル ン ド氏 と私 は、果て しない送電線路 に適 当 に区切 りをつけ

て、そ こごこに点在す るエ ングスヴェ ッ ドの根元 を丁寧 に観察 して歩いた。

そ こに白い蜘蛛の巣 の ような ものが見 つかれ ば、 それ はべ ニ ヒ ョウモ ンモ

ドキの幼虫の コロニーであ り、それがい くつ あるかが われ われの調査 事項

なので ある。二 人は熱心 に観 察 を繰 り返 し、新 たな生 息地 を発見す るとい

う成果 を挙 げる こともで きた。

ブリュ ックル ン ド氏 は、 この調査 の結 果 を も踏 まえて報告書 を書 き、 そ

れ をウ ップラ ン ド財 団に提 出す る はずであ る。 それはおそ らくウプサ ラ県

内 にわず かに残 る ま とまった採 草地(エ ング)の 調査 とも結 びつい て、草

原生態系の保全手法 の提言へ とつ なが る もの と思 われる。

4.函 館市役所 での聞取 り調査

(1)調 査の動機

2002年9月30日 、安達和 志、石川正美 、坂本宏志 と私の4名 で、函館市

役所 を訪問 して聞取 り調査 を行 った。 この度 の調査 に当た って は・石川教

授 のゼ ミの卒業生 であ る三浦祐 一氏(函 館市議会事務 局議 事調査 課)が い

ろいろ と調整 の労 を執 って下 さった。結果 的 に見 て、氏の諒解 が得 られ た
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こ とが訪 問先 を函館市役所 に決め る要 因にな った とも言 える。三浦氏 の見

事 な仲介 のおか げで 、われわれは各 自の 関心分野 を所 管す る部署 で心温 ま

る応 対 を受 け るこ とがで きた。 ここで一 同を代 表 して三浦氏 に感 謝の意 を

表 したい。

(2)函 館 市景観条例

私 の 目下の主 たる関心事 は自然環境 の保全 であ るが、 た また まあ る地 方

自治 の情報誌 で函館市 の まちづ くりの特 集記事5を読 み、その内容 について

もっ と深 く知 りたい と思 っていたので、 この機 会 にまちづ くりの担 当部署

を訪 ねてみ るこ とに した。 聞取 りのお相 手 を して下 さったの は、都 市建設

部都 市 デザ イ ン課の松村 由紀夫 主査 であ る。以下松村氏 の説明の一部 をま

とめてお く。

函館市 では、昭和63年 に函館市西部地区歴史的景観条例が施行 されたが、

平成7年 にはそれが全市 を対象 とす る函館市景観条例 となった。 この条例の

目的は、函館 市 の都市景観 を形成す る うえで特 に重要 な地 区 を 「都市景観

形成地域」、 「伝 統 的建造物群保 存地 区」 に指定 し、重点的 に景観誘導 を図

るこ とであ る。「伝統的建造物群保存地 区」 とい うのは文化財保護法上の制

度 であるか ら、 この条例 は、文化財 保護法 の施行 に関わ る部分 と函館 市独

自の まちづ くり政策 に関わる部分が合体 した もの とい うこ とになる。

都 市景観形成 地域 で は、市長 が、都市 景観 の形成上重 要 な価値 が ある と

認 め られ る建築物等 を、所 有者 の同意 を得 て、景観形成指定建 築物等 に指

定 す る。都 市景観形成 地域 で建 築行為等 を した り景観形成指定建築物等 の

現状 を変更 した りする ときは、事前 の届 出が必 要 となる。

都 市景観形成 地域内 で建築行為等 を しようとす る者 は、その行 為が景観

形成 基準 に適合す る ように しなけれ ばな らない。景観形成基準 で は、建築

物等 に関 して高 さが制限 されるだけで な く、外 観 の意 匠お よび色彩 な どが

周辺の景観 と調和す ることも要求 されてい る。ただ、「周辺の環境 との調和」

とい うの は、「高 さ」 と違 って数値 で表 わ された基準 ではないので、運用 が
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難 しい。 もう少 し具体化 された基準 になってい ない と条例 に基 く助言 、指

導 はや り難い とい うのが担当者の実感であ る。

都市景観形成地域外 において も、大規模 な建 築物 の建築行為 は届 出制で

あ り、所定 の誘導基準 に従 って景観誘導 を図 るこ とになっている。誘 導基

準 のなか に入 ってい る照明 の項 目は光公害 の防止が狙 いで あ るが、 この 目

的のため に具体 的 にいか なる対応 が可 能か 目下思案 中であ る。サ ーチ ライ

トが利用 され るケースが何 件 か あるが、 それが はた して迷惑 にな るの か、

実被 害 はあ るのか、夜 景 を壊 してい る と言 えるのか どうか判断 が難 しい。

函館 市環境基 本条例 に夜景保全 の規 定 を入 れ る こ とが論議 された とき も、

都市 建設部で は、環境基本計画 に夜 景保全 の精神 を謳 う程度 であ れば差 し

支 えないが、何 らかの規制 を要求 されの は困る と考 えていた。

(3)函 館市環境基本条例

続 いて環境部環境保全課 に赴 き、冨樫洋課長 と藤 田秀樹 環境推進係 長か

ら函館市環境基本 条例 につい てお話 を伺 った。両氏の説明 の要諦 は以下 の

とお りである。

①環境基本 条例 制定 の経 緯 函館市 で は公 害 に関 しては さ したる問題

はなか ったが、国や他 の 自治体 の動 きに合 わせて平成9年8月 に庁内組織 を

設置 した。平成10年4月 には臨時 プロジェク トチーム3名 が人事発令 され

た。

環境 基本条例案 の作成 に当た っては、庁 内で協議会 、幹事会 を通 して検

討 し、市民会議の討議 を求めた。市民会議 は、団体推薦 の委員16名 、公募

委員14名 か ら成 る。函館 市で は公 募委員 は普通1割 程 度 であ るが、 この会

議 につ いて は関心度 を考慮 して約半分 とした。市民会議 には、素案 を示 さ

ないで討議 して もらった。 その成果 を専 門家委員等 か ら成 る条例検討委員

会 に付託 した。条例 を1年 で作 れ とい う至上命題 の下、予算執行が可能 にな

ったのが8月 とい う苦 しい状況 であ った。途 中前市 長が死亡 し選挙 が実施

され た とい うこともあ って、平成11年9月 足掛 け2年 で条例制定 の運 び と
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なった。

市民 会議iには さらに環境基本計画 について検討 して もらい、平成11年11

月に提言 を受 けた。結 局平成12年3月 に至 って計画決定 となった。計画の

柱 となる理念が ち ょうど12個 あ ったので、 それをカ レンダーに仕立て て一

般市民用の行動計 画 とした。 これは12万 世帯分用 意 した。事業者用 の行動

計画 も3000部 作成 した。

② 水循環 函館 市 はやは り海か らの恩恵 が大 きいが、河川 も重視 して

い る。水質 はか な り改善 されて きている。 白地地域 での乱開発 に よる河川

流 の汚 れ を見 て、 自然 にや さ しい対 応策の必 要性 が痛感 され た。函館 の河

川の場合 は、その地形 のせ いで、雨水 が山か らす ぐに海へ流 れ込 む とい う

事情 を考 慮 しなけれ ばな らない。 また、透水 性舗装 とい うこ とが言 われ て

い るが、 これ をす る と冬場 に凍 って盛 り上が って しまうおそれがあ り、簡

単 には採用で きない。雨水 を トイレの水 に使 うこ とを検討 している。

③ 夜景 の保 全策 夜景 の保 全 は省 エネ に反す るの ではないか とい う意

見 もあ り、 この点 との兼 ね合い を考慮 に入 れ なけれ ばな らない。眺望 点 と

しての函館 山の保全 、大気 保全 、地形 の変化へ の配慮 が政策 の柱 であ る。

「街路の明 る さか ら面的 な照明へ」 とい うスローガ ンの下 にFFT(Fantasy

FlashTown)構 想 を立 てた。

④ 自然保護 山全 体が公 園の函館 山が保全 されてい るので、量的 にか

な りの保 護が行 われてい る と言 えば言 える。 しか し、後 背地の 山につ いて

は対 策 を講 じてい ない。幸 い開発 の手 はあ ま り及 んでお らず、亀 田川 な ど

の上流部 にまだ豊 かな 自然が残 っている。 た だ、 それ を保護 す るの に必 要

なデータが ないのが大 きな悩み である。

函館 市 には 自然保護条例制 定の動 きは まだないが、産廃 処理施設 につい

て立地 ・造成 ・構造 の基準 を定め る要綱 を作 った。 この基準 があるために、

施 設 を建設 で きる地域 は3か 所 に限局 される。 つ ま りは立地誘導 であ るが、

その背 景 には 自然保護 の狙いが あ った。要綱 の基準 に関 して業 者 は冷静 な

態度 を見せ てい るが、3地 域 の住民 は建設地 がそ こに特定 され るので激 しく
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反発 してい る。 しか し、 ともか くこの要綱 はいずれは条例 に格上 げ したい。

なお、函館 市で も近 く水道水 源保全条例 を制定す る予定 である。

自然保護 の分野 には本丸 とな る部 局が存在 しない。それで、条例化 の担

当部局が決 まって も、資料作 りに必 要 な 自然調査 の実施 部隊 として相応 し

い部局が見 つか らないのが実情 であ る。 ただ、地域 の 自然 を よ く知 る市井

の研 究者 はた くさんい るので、 まず はイ ンターネ ッ トで 自然環境 に関す る

情報の共有化 を図 りたい。

5.総 合的考察

(1)自 然学習 のあ り方

紫波 町の循 環型 まちづ くり条例 をは じめ て読 んだ とき、私 がYY注 目 し

たのは、7条(環 境 を守 る方法)の(1)の 「町内の環境の変化 について常 に

調査 を進め なが ら、 さまざまな動植物 とともに生 きられ るよ うに、私 たち

の生活 を工夫 してい きます」 とい う一文で ある。 この理念 を実現す るため

にい ったい どの ようなことが実践 されているのか。それ を確認す ることが、

紫波町訪 問の最大の 目的であった。

実際 にお話 を伺 ってみて分 か った ことは、 目下 この方面 での実働部 隊で

ある紫波 み らい研 究所 で は、地元の古老 の知 恵 を子 どもたちに伝 える こ と

に力 を注 いでい る とい うこ とで ある。私 は この試 み を高 く評価 したい。人

間は、先祖代 々 自 らの生活圏 である地域 の なかで、その 自然 と向 き合 って

日々の暮 ら しを営 んで きた。 その地 で共 に暮 らす花や鳥 や虫 には、図鑑 に

記載 され た名前の ほか に、 その地域独特 の名前が付 け られてい るこ とが あ

る。そ うい う名前 を覚 える こ とだけで もけっ して無意味 では ない。そ う し

た地方名 に親 しむ こ とによって、地域 の 自然 とい う もの を しっか りと観念

す る ことが で きるか らであ る。 さ らには、外来種 の移入の是非 とい う難題

について明確 な認識 を与 える とい う効果 も期待 で きるか もしれ ない。

しか し、私 は、 この ような文化 的 な自然 学習 も自然科学 的な理解 に裏打

ち され た もので あってほ しい と願 う ものであ る。 その地域 に生息 す る種 々
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の動物 、鳥、虫 それ に土壌 中の微生物 の相 互関係、 またそれ らと植物 との

関係 を よ く観察 し、それ を生物学や生態学 の知識 で まとめあげ るこ とが大

切 であ る。生物 だけで な く、生物 の総体 と地質や水 循環 との関係 に眼 を向

け るこ とも大切 であ る。 さ らに大切 な ことは、そ の際 われわれ人 間 も生態

学 的共同体 の一員 であ る とい う意識 をもつ こ とで ある。我 々が本 当 に自然

の保護 を目指す のな ら、土地の利用 に関わる制度のすべ て を生態系全体 に

配慮 した ものへ と変 えていか なければな らない。 その ためには、 自然物相

互 の関係 性 を学問的 に も正確 に理解す る必要があ る。

(2)自 然調査 の担 い手

しか しなが ら、 人々 に自然 科学的 な知識 を提 供す るには、 まず は当該 地

域の 自然 を十分 に調査 す ることが必要であ る。 自然科学的知識 とい うのは、

図鑑 や学術 書 に書 かれた事柄 だけを言 うのでは ない。あ る昆 虫が何 を食草

と してい るか とい うこと も、当該地域 で実 際 に調査 した結果 で語 るべ きも

ので ある。つ ま り、書物 か ら学ぶ知識の有用性 を否定す るわけで はないが 、

それ を当該 地域 におけ る現 実 と照 ら し合 わせ られ る ように してお かなけれ

ば実践 の役 には立 た ない とい うことであ る。

そ う した地域 の 自然調査 は、開発行 為 を した り条例 を作 った りす る際 に

準備作業 と して行 う程 度 で は十分で はない。本 来常 日頃か ら調査 を してデ

ー タを蓄積 してお き、必要 に応 じて それ を活用 す る とい うのがあ るべ き姿

であ る。 これ は私の年来 の持論 であ るが、函館市役所 での聞取 り調査 で一

層 そ の思 い を強 くした。後背地 の山の 自然 を保護 しよ うに も、その 自然 的

価値 を示す デー タが ないのであ る。 自然保 護 の条例制定 を目論 んで も、基

礎 的 な 自然調査 を実施 す る部局 が決 ま らない とい う現実 があ る。 これ は函

館市 に限 った こ とでは な く、 おそ ら く志 あ る市 町村 のほ とん どが同様 の悩

み を抱 えてお られ るこ とと思 う。

そ こで参考 に したいのがス ウェーデ ンの ウ ップ ラン ド財 団であ る。財 団

の事務所 の ある ウプサ ラ市 な どは 自ら も相 当の調査 能力 を具 えてい るので
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あるが 、そ のウ プサ ラ市 をも含 む6つ の市 町村 と県が資金 を出 し合 って こ

の財団 を30年 間維持 して きた。私 が ブリュ ックル ン ド氏 との野外調査 を終

えてウプサ ラ市 内に戻 った 日の翌 日が ち ょうど創立30周 年記念 の祝典 の 日

であった。

ウ ップ ラン ド財 団の業務 には、土地 の買取 り、 自然保 護地域 の管理 、伝

統 的な農業形態 を維持 す るための農業者補助 な ど、か な りの資金 を要す る

ものが含 まれてい る。 もちろん環境庁 な どか ら補助 金が 降 りてい るの は事

実 であるが、母体 の市町村 もそれぞれ相当の額 を支 出 しているはずであ る。

そ うす る こ とについ て住 民の合 意が ある とい うこ と自体 が、 と りもなお さ

ず賛嘆 に値 する ことで はないだろ うか。

しか し、 ウ ップラ ン ド財 団で素晴 ら しいの は、何 と言 って もその専 門能

力 であ ろう。9人 ほ どの専属 メンバ ー も、それぞれ何 らかの専 門能力 を身に

つ けてい て、調査 プ ロジェク トの リー ダー シ ップが とれ る人た ちであ る。

その彼 らが、 さらに多 くの専 門家 と共 同 して、計画 的に調査 を進めてい る。

ウプサ ラ市 内 にあ るス ウェーデ ン農業大学 の研 究者や、 ウプサ ラ市 の専 門

職員 らとの合 同 プロジェク トも企画 されてい る。 また、 わが友 ブ リュ ック

ル ン ド氏 の よ うな在 野の研 究者 も参加 してい る。 ブ リュ ックル ン ド氏 の こ

とで注 意 してい ただ きたいので あるが 、彼 は蝶 と蛾 だけ しか担 当 してい な

い。昆 虫で も甲虫 な どは他 の人が調べ てい るはずであ るか ら、その他 の分

野 の調査員 も合 わせ る と相 当数 の専 門家 が財 団の活動 に関わ ってい る もの

と推測 され るのである。

わが国で も、有能 な 自然研 究家が市井 に埋 もれ て活動 してい るこ とは疑

うべ くもない。昆虫学 な どはむ しろそ う した人々 の精力 的な活動 に よって

支 え られて きた面が ある。 しか し、必 ず しもそ う した人々の知 識が公 共 的

な意思 決定 に活か されている とは言 えない。 む しろ活 か され てい ない こと

が多い と思 う。 そ こで函館市 では、市 井の研 究者 の知識 をイ ンターネ ッ ト

でつ なご うとされている。 た しか にそれ も有効 には違 い ない。 しか し、や

は り研 究者が実際 に共同 して活動 で きる組織 と、活動 の成果 を蓄積 す る態
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勢 が欲 しい ところであ る。 しか し、その ような仕組 み を作 るこ とは市町村

単独 で は困難 であろ う。 はた して、わが国で は どの ような組織 形態が相応

しいのであ ろ うか。今 回 の訪問調査 の結 果 を最大限 に活用 して、 さ らに考

察 を深め てい きたい と思 う。
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